
卒業の認定に関する⽅針 
 
１．卒業認定 

各学科とも、修業年限以上在籍し各学科所定に単位数を修得するとともに、以下の素養
を⾝につけた学⽣に対して卒業を認定する。 

IT ビジネス学科 ソフトウェア開発の基礎技術や経理・事務に求められる商業
実務に関する正しい知識と的確な技能を⾝に付ける。職業や
実際⽣活に必要な能⼒を養成し教養を向上させる。 

会計学科 ⺠間企業での経理職や税理⼠、会計⼠として仕事をする上で
必要となる知識と的確な技能を⾝に付ける。職業や実際⽣活
に必要な能⼒を養成し教養を向上させる。 

経理・情報研究学科 経理・情報それぞれの専⾨知識と技能を⾝につける。職業や実
際⽣活に必要な能⼒を養成し教養をさらに向上させる。 

法律学科 ⽂化教養に関する正しい知識と的確な技能を⾝につける。職
業や実際⽣活に必要な能⼒を養成し教養を向上させる。 

⾏政学科 1 年という短い期間で⽂化教養に関する正しい知識と的確な
技能を⾝につける。職業や実際⽣活に必要な能⼒を養成し教
養を向上させる。 

法律研究学科 ⽂化教養に関する正しい知識と的確な技能をさらに⾝につけ
る。職業や実際⽣活に必要な能⼒を養成し教養をさらに向上
させる。 

 
２．進級基準 

2 年制学科：1 年から 2 年へ進級時 46 単位 
 

３．卒業単位 
1 年制学科：40 単位 
2 年制学科：86 単位 
 

４．卒業判定会議を卒業年次の 2 ⽉末に実施する。 
 
 


